
        
 

2016年 5月 9日 
生活協同組合コープみらい 

いばらきコープ生活協同組合 

とちぎコープ生活協同組合 

生活協同組合コープぐんま 

                  生活協同組合コープながの 

生活協同組合コープにいがた 
生活協同組合連合会コープネット事業連合 

 

5 月 10 日（火）より「熊本地震」被災地に職員を派遣 

「CO･OP 共済」契約者の見舞金等の請求手続き訪問活動を支援 
 
熊本地震により被災された皆様へ、心よりお見舞いを申し上げます。 
 
コープネット事業連合（理事長：赤松 光、本部：埼玉県さいたま市、会員生協：関東信越の 6生協）

は、4月 14日に発生した熊本地震で被災された地域の「生協くまもと」「グリーンコープ生協くまもと」

からの要請を受け、日本コープ共済生活協同組合連合会（理事長：佐藤 利昭、本部：東京都渋谷区）と

連携し、CO・OP共済契約者の方々への見舞金等の請求手続きのための訪問活動「お見舞い・訪問活動」

を支援するため、5月 10日（火）より順次、職員を派遣します。 
 
 熊本県で実施する「お見舞い・訪問活動」は、コープネット会員生協

の職員、コープネット共済センターの職員が、CO・OP 共済加入者の方々

がいらっしゃるご自宅や避難所に直接赴き、異常災害見舞金※の請求手続

きのご案内や共済金の請求手続きを円滑に行えるよう支援いたします。

被害状況の確認や、共済金の請求手続きをお手伝いし、支払いの迅速化

を進めることで、生活再建の一助となるように活動いたします。 
コープネットグループでは、今後も被災地支援の要請に応え、職員を

派遣してまいります。 
 

※住宅災害共済金が免責である地震や噴火による災害が発生した場合､

「異常災害見舞金規程」の適用により共済契約者に支払う見舞金です。 
 
●「お見舞い・訪問活動」職員派遣の実施について 

活動内容：異常災害見舞金の請求手続きのご案内、共済金請求手続き 
のご案内 など  

対  象：熊本県にお住まいでCO･OP 共済に加入されている方 
※以降の実施は現地の状況を見て検討します。 

人  員：職員 12名を派遣 
 
 

5月 10日（火）~5月 13日（金） 
コープみらい 1名 
とちぎコープ 1名 
いばらきコープ 1名 
コープネット 1名 
5月 17日（火）~5月 20日（金） 
コープぐんま 1名 
コープながの 1名 
コープみらい 1名 
コープネット 1名 
5月 24日（火）~5月 27日（金） 
コープみらい 2名 
コープにいがた 1名 
コープネット 1名 
合計 12名 

 
≪生活協同組合連合会コープネット事業連合 概要≫ 

【住 所】 埼玉県さいたま市南区根岸 1-4-13 
【理事長】 赤松 光（あかまつ ひかる） 
【会員生協】 コープみらい、いばらきコープ、とちぎコープ、コープぐんま、 

コープながの、コープにいがた 
【総事業高】 5,123億円（会員生協事業高計） ※2014年度 
【組合員数】 454万人（会員生協組合員計） ※2016 年 4月 20日現在 
【ホームページ】    http://www.coopnet.jp/ 

派遣日程と生協別派遣人数 


